
 

 

Setouchi Vélo 協議会事務局 

本州四国連絡高速道路(株) 

「Setouchi Vélo スポット（CSS）」規約 

 

本規約は、「Setouchi Vélo スポット（ｻｲｸﾘﾝｸﾞ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｽﾎﾟｯﾄ(以下「CSS」という。)）」に登録さ

れる店舗・施設（以下、登録店）について定めたものです。以下をよくお読みいただき、同意の上、

登録申請してください。なお、登録申請された場合は、本規約に同意したものとみなします。また、

登録店は本規約に従うものとし、その運営方法について一切異議を申し立てないものとします。 

 

１．登録申請について 

・登録店は、自己の責任においてに登録するものとします。登録申請にかかる費用等（データ通

信費含む）は登録店の負担とします。 

・登録申請は、「Setouchi Vélo 協議会」の専用の「【Setouchi Vélo スポット（CSS）】登録申請フ

ォーム」より行ってください。お電話、メールなどでの申請は受け付けておりませんのでご了

承ください。 

・申請後、Setouchi Vélo 協議会事務局（以下、事務局）が情報確認・取材のため、ご連絡させて

いただく場合がございます。一定期間ご連絡がつかない場合は、登録申請を受理できない場合

がございます。 

・登録にあたっては、事務局が「登録要件」に沿って審査をさせていただきます。要件を満たさ

ない場合は、登録にいたらない場合がございますのでご了承ください。 

 

２．店舗・施設情報の提供 

・本制度への登録申請にあたり、提供された情報の全部または一部について虚偽、誤記等があっ

た場合、登録申請を受理できない可能性がございます。 

・登録内容に変更が生じた場合は、速やかに事務局（info@setouchivelo.jp）までご連絡ください。 

 

３．登録店について 

以下にあてはまる登録店は、「Setouchi Vélo スポット（CSS）」登録を受理いたしかねます。

また、登録後であっても、登録を取り消す場合がございます。 

・ 登録要件を満たさない登録店 

・ サイクリストの来店を歓迎しない登録店 

・ 公序良俗に反すると事務局が判断する登録店 

・ 反社会勢力に所属または関与していると事務局が判断する登録店 

・ 一定期間事務局との連絡が取れない登録店 

・ 本制度の運営を妨げる行動がみられる登録店 

 

４．登録要件 

・「Setouchi Vélo スポット（CSS）」ステッカー掲出にご協力いただけること 

・Setouchi Vélo ホームページへの情報掲載など、広報・取材にご協力いただけること 

・9 県（兵庫県・岡山県・広島県・山口県・鳥取県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県）に所在

別紙 



 

すること。 

・登録申請に記載のサービス内容（修理工具や自転車用空気入れの貸出、駐輪スペースの無料提

供提など）の中で、1 つ以上のサービスを提供できること 

・「Setouchi Vélo スポット（CSS）」規約に同意いただけること 

 

５．禁止事項 

本制度への参加に際しては、以下の行為を禁止します。事務局は、登録店が以下に該当する

行為を行ったと判断した場合には、事前に通知することなく、登録を取り消したり、登録店の

データを一時的に非公開もしくは削除したりすることがあります。 

・本制度の運営を妨げる行為 

・本規約及び登録要件に違反する行為 

・他人に迷惑、不利益、損害、または不快感を与える行為 

・他人を誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を害する行為 

・他人の著作権その他の知的財産権を侵害する行為 

・他人の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為 

・公序良俗に反する行為 

・応募に使用する SNS の利用規約その他各規定に違反する行為 

 

６．免責事項 

・事務局は、本制度に関連して生じた登録店の損害について、事務局の故意または重大な過失が

ない限り、一切の責任を負わないものとします。 

・事務局は、本制度に関連して生じた登録店間または登録店と第三者の間におけるトラブルにつ

いて一切の責任を負わないものとします。 

 

７．本規約の変更 

事務局は、必要と判断した場合には、本規約を変更することができるものとします。 

 

８．個人情報の取扱い 

本制度にあたってご提供いただいた個人情報等は、以下の目的でのみ使用いたします。 

・登録に関する連絡 

・制度運用に関する連絡 

・「Setouchi Vélo スポット（CSS）」ステッカーの発送（発送業者への情報提供） 

 

 

附 則 

１．この規約は、令和６年１月１８日から施行する。 

 


